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丸亀市桜谷聖苑環境保全委員会会議録 

日 時 令和 8年 2月 8日（水）14 時 00 分～14時 40 分 

場 所 桜谷聖苑 会議室 

出 席 者 

（委 員） 会長 山地道弘 副会長 横山融   

岩﨑富夫 安川俊夫 廣田勝也 香川勝  

（事務局） 

市民課長 藤田朝子  市民課副課長 冨士川美由紀 

市民課管理担当長 真鍋和江  苑長 宮西浩二 

建築住宅課建築第二担当長 小磯淳一 

欠 席 者  なし 

傍 聴 者  なし 

議 題 

１．あいさつ 

２．報告事項 

（１） 排ガス等の測定結果について 

（２） 施設利用状況および施設整備について 

（３） 太陽光発電設備について 

３．その他 

発 言 者 議 事 の 概 要 及 び 発 言 の 要 旨 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

定刻となりましたので、ただいまより、令和 7 年度丸亀市桜谷聖苑環境保

全委員会を開催いたします。 

令和 7年 4月 1日の人事異動により、前任の副課長の治郎座が異動となり、

後任として着任いたしました冨士川です。よろしくお願いいたします。 

はじめに、皆様にご連絡申し上げます。桜谷聖苑環境保全委員会の委員任

期は 2 年間となっており、令和 7 年 11 月 30 日をもって前任期が満了いたし

ました。委員の皆様には、再任を快くお受けいただき、厚くお礼申し上げま

す。 

今期の任期は、令和 7年 12 月 1 日～令和 9年 11月 30 日までとなっており、

委嘱状をお席に置かせていただいております。 

 

次に役員の選出をおこないたいと思います。桜谷聖苑環境保全委員会設置

規定第 5 条により「会長は委員のうちから互選とする」とあります。どのよ

うにしたらよろしいでしょうか。 

 

引き続き、山地君にお願いします。 

 

山地様というご意見がありました。よろしければ拍手をお願いします。 
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事務局 

 

 

会長 

 

副会長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

市民課長 

 

事務局 

 

 

 

 

会長 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(拍  手) 

会長が決まりましたので、設置規定第 5 条第 3 項により「副会長は会長が

指名する」とあることから、会長よりご指名をお願いします。 

 

 従前のとおり、横山さんにお願いします。よろしいですか。 

 

 よろしくお願いします。 

 

それでは、会長に山地様、副会長に横山様が決定しました。よろしくお願

いします。 

続きまして、本日の資料の確認をお願いいたします。本日使用する資料は、

事前に郵送しました環境保全委員会資料と次第です。お手元にございますか。 

本日、総務部長は所用により欠席させていただいておりますので、総務部

長に代わりまして、市民課長よりごあいさつ申し上げます。 

  

（市民課長あいさつ） 

 

ありがとうございます。本日の会議は丸亀市情報公開条例に準じて、会議

を 

公開とさせていただきます。本日の傍聴者はおりません。それでは、議事に

入ります。丸亀市桜谷聖苑環境保全委員会設置規定第 6 条に「会議は会長が

議長となる」とありますので、会長、よろしくお願いします。 

 

 （会長あいさつ） 

 

それでは議事に入ります。「報告事項について」事務局より説明をお願いし 

ます。 

 

資料に沿って説明いたします。本日の報告事項は 3つです。  

（1）排ガス等の測定結果について 

・排ガス：自主規制値内 

・悪臭：アンモニア 2.4ppm、アセトアルデヒド 0.045ppm 

    その他の項目は自主規制値内 

 

アンモニアは、おむつなどの有機物の分解により発生する臭いです。ア

セトアルデヒドは、木材・接着剤・塗料・布製品・プラスチックなどの揮

発性有機化合物が燃焼する際に生成される物質で、どちらも、副葬品の燃

焼に伴い発生したものと考えられます。 

近隣住民や施設利用者から臭いに関する問い合わせは、特に寄せられて

おらず、毎年、丸亀市広報 3月号において、火葬場の利用案内とあわせて
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委員 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

 

議長 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

委員 

市民の皆さまへの周知をおこなっています。火葬業者の方々へも副葬品の

取り扱いについて、より一層の理解と協力をお願いし、火葬場における悪

臭の抑制と環境保全に向け、適切な対策を進めます。 

 

（2）利用状況および施設整備について（令和 8年 1月末時点） 

  ・稼働件数：令和 4年度に 1,400 件を超え、今年度も同程度の見込み 

・霊柩輸送件数の火葬件数に対する割合：令和 6 年度 26.4％。令和 7 年

度も同程度の予想 

・葬祭具貸付件数：3件  

・火葬炉累計稼働件数：30,700 件 7 炉をほぼ均等に稼働 

・霊柩車、移送車利用状況：228 件 

・火葬炉修繕：工期 令和 7年 5月 16 日～12月 31 日 

3、4、6号炉の火葬炉耐火物を改修 

台車ブロック 2台を更新 

 

（3）太陽光発電設備について 

・工期 令和 7年 8月 5日～令和 8年 2月 5日 

火葬棟屋上 54 枚、待合棟屋上 72枚、合計 126 枚のパネルを設置 

年間推定発電量は 約 4万 kWh（年間使用電力の約 12％） 

 

 事務局よりご説明頂きましたが、何かご意見、ご質問等ございませんか。 

 

 悪臭について、アンモニア臭が気になるところですが、地元や関係者は臭

い 

を感じましたか。 

 

地元からの苦情や臭いの問い合わせはなく、検査日に勤務していた職員も

臭いを感じていません。副葬品に起因する何かだと推察しています。 

 

採取場所はどこですか。 

 

排煙筒に装置を設置して計測します。 

 

 対策をしっかりしてもらい、今後もよろしくお願いします。ほかにござい

ませんか。 

 

 太陽光パネルを設置して、発電量はどうですか。 

 

この建物で、冬の時期に暖房を入れた場合、およそ 150kw の電力を使用し

ます。夏場など日差しが強く、温度が高くなれば発電を抑制します。冬は日
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議長 

 

 

 

事務局 

 

 

市民課長 

 

事務局 

差しが弱いので、5月頃が一年の中で一番効率がいいみたいです。 

 

近頃、雪が降らなくなりましたが、凍結事故などはありませんか。 

私が苑長になってから、凍結はありません。凍結注意の看板を立てて、凍

結防止剤も常備していますが、路面凍結はありませんでした。 

 

現在の火葬炉は何炉ですか。 

 

 今は 7 炉で運行しています。今後は 1 炉増やして 7 炉から 8 炉にする予定

です。 

 

 市外の方の利用はありますか。 

 

 令和 7年度 1月末時点で 14件です。 

 

 移送車の利用はどうなっていますか。 

 

 今年は火葬件数が少なかったので、それに伴い霊柩車、移送車の利用も減

少傾向にありました。 

 

 順調に稼働しているようで安心しました。施設運営で他に困っていること

はありませんか。計画どおりですか。 

 

 長寿命化計画に基づき計画的に改修を進めています。 

 

ほかにございませんか。ご意見ないようですので、（3）「その他」について、 

事務局、何かありますか。 

 

 ありません。 

 

ないようですので「その他」の事項については、以上となります。 

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。皆様、ご協力ありがとうご

ざいました。進行を事務局にお戻しします。 

 

ありがとうございました。最後に、市民課長からお礼のごあいさつを申し

上げます。 

 

（市民課長あいさつ） 

 

 以上をもちまして、令和 7 年度丸亀市桜谷聖苑環境保全委員会を閉会しま
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す。皆様、お疲れ様でした。 

(14 時 40 分 閉会) 

 


